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特  集
アジアの女性障害者
──複合差別と権利擁護──

●
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
国
︑
フ
ィ

リ
ピ
ン 

　

国
連
の
二
〇
一
六
年
以
降
の
国
際
開

発
目
標
で
あ
る
持
続
可
能
な
開
発
目
標

（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
の
五
番
目
は
「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
達
成
と
す
べ
て
の
女
性
と

女
児
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
」
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
世
界
の
多
く
の
地
域
で
女
性

や
女
児
が
各
国
の
開
発
か
ら
取
り
残
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
し

た
な
か
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ア
ジ
ア
で
ト

ッ
プ
ク
ラ
ス
、
世
界
で
も
第
七
位
の
ジ

ェ
ン
ダ
ー
平
等
指
数(

世
界
経
済
フ
ォ

ー
ラ
ム
）
を
誇
っ
て
い
る
（
参
考
文
献

①
）。

　

そ
の
背
景
に
は
、
一
九
九
四
年
の
フ

ィ
リ
ピ
ン
女
性
の
役
割
に
つ
い
て
の
全

国
委
員
会
（
Ｎ
Ｃ
Ｒ
Ｆ
Ｗ
）
設
立
以
来

同
国
が
進
め
て
き
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流

化
努
力
が
あ
る
。
こ
の
主
流
化
努
力
に

よ
り
、
一
九
九
六
年
に
同
委
員
会
内
の

監
視
・
評
価
部
（
Ｍ
Ｅ
Ｄ
）
が
中
心
と

な
っ
て
九
三
～
九
六
年
の
二
二
政
府
機

関
の
主
流
化
活
動
の
評
価
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
主
流
化
努
力
指
標
が
策
定

さ
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
評
価
フ
レ

ー
ム
ワ
ー
ク
（
Ｇ
Ｍ
Ｅ
Ｆ
）
が
作
成
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
主
流
化
は
名
実
共
に
フ
ィ

リ
ピ
ン
政
府
の
優
先
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一

つ
と
な
っ
た
。
国
際
的
に
は
、
国
連
Ｃ

Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
（
女
性
差
別
撤
廃
条
約
）
と

Ｐ
Ｆ
Ａ
（
北
京
行
動
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
）
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
が
、
国
内

法
の
面
で
は
、
⑴
一
九
八
七
年
フ
ィ
リ

ピ
ン
憲
法
の
第
二
条
第
一
四
項
で
国
家

建
設
で
の
女
性
の
役
割
に
つ
い
て
言
明

す
る
、⑵
共
和
国
法
第
七
一
九
二
号（
開

発
と
国
家
建
設
に
お
け
る
女
性
法
）
で

男
性
と
同
等
な
意
味
で
の
完
全
で
平
等

な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
る
、

⑶
一
般
歳
出
法
で
の
開
発
と
女
性
（
Ｇ

Ａ
Ｄ
）
計
画
作
成
を
行
う
政
府
機
関
に

年
間
予
算
の
少
な
く
と
も
五
％
の
Ｇ
Ａ

Ｄ
予
算
を
割
り
当
て
る
こ
と
を
義
務
づ

け
る
、
⑷
大
統
領
行
政
命
令
第
二
七
三

号
に
お
い
て
、
全
政
府
機
関
・
地
方
行

政
機
関
に
諸
計
画
・
諸
プ
ロ
グ
ラ
ム
・

予
算
過
程
に
Ｇ
Ａ
Ｄ
を
組
み
込
む
こ
と

で
政
府
の
Ｇ
Ａ
Ｄ
努
力
を
制
度
化
す
る

こ
と
を
求
め
る
、
⑸
地
方
予
算
覚
書
第

二
八
号
に
お
い
て
、
開
発
資
金
の
五
％

を
用
い
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
開
発
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
主
流
化
と
実
施
の
た
め
に
資
源

を
動
員
す
る
こ
と
を
命
令
す
る
と
い
う

手
順
が
取
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
枠
組
み

が
実
効
性
を
持
ち
、
同
国
の
ジ
ェ
ン
ダ

ー
平
等
化
は
大
き
く
進
ん
だ
と
思
わ
れ

る
（
表
１
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
フ
ィ
リ

ピ
ン
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
成
果
指
標
は

国
内
の
す
べ
て
の
人
に
当
て
は
ま
る
か

と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

●
取
り
残
さ
れ
た
人
た
ち
︑
特
に

障
害
女
性

　

ア
ジ
ア
随
一
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
社

会
と
な
っ
た
と
国
際
的
な
評
価
を
受
け

る
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
あ
る
が
、
一
方
で
、

こ
の
よ
う
な
発
展
か
ら
取
り
残
さ
れ
た

人
た
ち
が
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
女
性
委

員
会
（
Ｐ
Ｃ
Ｗ
）
が
ま
と
め
た
最
新
の

行
動
計
画
Ｗ
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
（W

om
en's 

Em
pow

erm
ent, D

evelopm
ent and 

Gender Equality

）
二
〇
一
三
～
一

六
年
計
画
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
性
運

動
を
担
っ
て
き
た
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
政

府
機
関
と
協
力
し
て
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
同
行
動
計
画
で
も
拘
禁
中
の
女

性
、
高
齢
女
性
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
た
ち

と
同
様
に
、
脆
弱
な
グ
ル
ー
プ
と
し
て

取
り
組
み
が
遅
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
に

障
害
女
性
が
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、

セ
ン
サ
ス
に
障
害
項
目
が
入
っ
た
こ
と

森 

壮
也

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
性
障
害
者

―
女
性
と
障
害
者
の
谷
間
で
―

表 1　フィリピンのジェンダー平等度－日本との比較
フィリピン 日本

労働力としての女性の社会進出指数 53（0.65） 65（0.77）
女性の賃金平等度 5.60（0.80） 4.57（0.65）
女性の推定所得（US$） 5,643（8.184） 24,389（0.61）
女性国会議員・女性社長 57（1.00） 9（0.10）
女性の専門職・技術職 63（1.00） 47（0.87）
女性の識字率 97（1.00） 99（1.00）
女性の初等教育就学率 90（1.00） 100（1.00）
女性の中等教育就学率 70（1.00） 100（1.00）
女性の高等教育就学率 38（1.00） 58（0.90）
出生時の女性の比率 1.05（0.94） 1.06（0.94）
期待健康寿命 63（1.06） 78（1.06）
女性地方議員 27（0.37） 9（0.10）
女性閣僚 20（0.25） 22（0.29）
政府トップの女性在職年数（年） 16（0.46） 0（0.00）

（注） 1） 数字は特に表記なきものは指数（Indicator）として表示された
もの。

 2）括弧は男性の同指数に対する女性の指数の比。
（出所）World Economic Forum（2014）．
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に
よ
っ
て
障
害
者
数
に
つ
い
て
デ
ー
タ

が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ

の
計
画
で
も
図
１
の
よ
う
な
状
況
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
年
齢
層
が
上
が
る
に

つ
れ
て
障
害
女
性
の
障
害
男
性
に
対
す

る
比
率
は
微
増
し
て
い
き
、
六
五
歳
以

上
で
は
半
分
を
超
え
る
と
い
う
状
況
は

ア
ジ
ア
の
他
の
国
々
で
も
観
察
さ
れ
て

い
る
。
障
害
の
有
無
に
よ
ら
ず
女
性
は

高
齢
に
な
っ
て
も
た
く
ま
し
く
生
き
て

い
る
状
況
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
彼
女
た
ち
の
置
か
れ
て

い
る
状
況
は
必
ず
し
も
非
障
害
者
と
同

等
で
は
な
い
。

　

一
九
八
六
年
の
エ
ド
サ
革
命
と
し
て

知
ら
れ
る
無
血
政
変
を
も
た
ら
し
た
社

会
運
動
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
性
達
の

運
動
が
反
政
府
運
動
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
等
へ
と
発
展
す
る
過
程
に
も
つ
な
が

っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
社
会
運

動
で
は
女
性
障
害
者
の
存
在
は
非
顕
在

化
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
同
国
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

に
向
け
て
の
女
性

委
員
会
や
女
性
の

マ
グ
ナ
カ
ル
タ

（
二
〇
〇
九
年
）

の
成
立
に
つ
な
が

る
動
き
の
な
か
で

も
障
害
女
性
の
問

題
が
長
ら
く
取
り

上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

一
方
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
障
害
者
の
基
本

法
で
あ
る
障
害
者
の
マ
グ
ナ
カ
ル
タ

（
一
九
九
二
、二
〇
〇
七
、二
〇
一
六
年
）

で
は
、
障
害
者
一
般
の
権
利
に
つ
い
て

の
言
及
は
あ
る
も
の
の
女
性
障
害
者
に

つ
い
て
は
特
段
の
言
及
は
な
く
、
い
わ

ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
制
の
な
か
で
は

障
害
女
性
は
谷
間
の
存
在
と
な
っ
て
い

た
。

●
谷
間
の
存
在
と
し
て
の
障
害
女

性
　

こ
の
こ
と
は
、
単
に
法
制
で
の
言
及

が
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
障

害
女
性
た
ち
が
直
面
す
る
複
合
差
別
の

問
題
が
ど
の
省
庁
に
よ
っ
て
も
正
面
か

ら
取
り
組
ま
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
長

ら
く
続
く
結
果
に
も
つ
な
が
っ
た
。
女

性
委
員
会
に
も
障
害
女
性
の
実
態
に
つ

い
て
の
調
査
報
告
や
デ
ー
タ
が
な
く
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
障
害
者
の
諸
政
策
を
調

整
す
る
担
当
官
庁
で
あ
る
全
国
障
害
者

評
議
会
（
Ｎ
Ｃ
Ｄ
Ａ
）
で
も
障
害
女
性

の
問
題
は
主
た
る
問
題
と
し
て
取
り
組

ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
な
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
も
た
ら
し
た
強
力

な
政
府
の
枠
組
み
は
、
非
障
害
女
性
に

つ
い
て
効
力
を
発
揮
し
て
い
れ
ば
、
と

り
あ
え
ず
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
は
達
成
さ

れ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、

女
性
全
般
に
障
害
女
性
も
包
摂
さ
れ
て

い
た
と
い
う
主
張
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み

に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
枠
組
み
が
障
害

女
性
へ
の
無
視
や
彼
女
ら
の
問
題
を
脇

に
追
い
や
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

側
面
す
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。

●
障
害
女
性
当
事
者
た
ち
の
言
挙

げ
　

一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
二
〇
〇
〇
年

代
に
か
け
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
も
障
害

女
性
達
の
当
事
者
団
体
の
設
立
が
盛
ん

に
な
っ
た
。
盲
・
ろ
う
・
肢
体
不
自
由

と
い
っ
た
伝
統
的
な
障
害
団
体
で
も
そ

れ
ぞ
れ
「
エ
ン
パ
ワ
ー
さ
れ
た
全
国
視

覚
女
性
障
害
者
団
（N

ationw
ide 

O
rganization of V

isually-Im
paired 

Em
pow

ered Ladies

：
Ｎ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｌ
、

二
〇
一
二
年
設
立
）」、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

性
的
暴
力
被
害
者
女
性
の
支
援
を
行
っ

て
い
る
当
事
者
団
体
の
「
フ
ィ
リ
ピ
ン

ろ
う
女
性
保
健
・
リ
ス
ク
セ
ン
タ
ー

（T
he F

ilipino D
eaf W

om
en's 

H
ealth and Crisis Center

：
Ｆ
Ｄ

Ｗ
Ｈ
Ｃ
Ｃ
、
一
九
九
九
年
設
立
）」、「
社

会
的
・
経
済
的
進
歩
に
向
け
て
跳
躍
す

る
女
性
障
害
者
の
会
（W

om
en w

ith 
D

isabilities Leap Social and 
Econom

ic Progress
：
Ｗ
Ｏ
Ｗ
Ｌ
Ｅ

Ａ
Ｐ
、
二
〇
〇
〇
年
設
立
）」
が
相
次

い
で
設
立
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
障
害
女

性
当
事
者
た
ち
が
自
分
た
ち
と
同
じ
障

害
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
と
支
援
に

立
ち
上
が
っ
た
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
団
体
で

あ
る
。

　

彼
女
ら
が
主
と
し
て
関
わ
っ
て
来
て

い
る
問
題
は
、性
的
暴
力
被
害
と
医
療
・

保
健
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
女
性
障
害
者

へ
の
差
別
で
あ
る
。
障
害
者
ゆ
え
に
性

的
暴
力
の
被
害
に
遭
っ
て
も
、
加
害
者

が
、
身
近
な
家
族
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
内
部
の
人
間
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、

被
害
を
訴
え
る
こ
と
す
ら
難
し
か
っ
た

ケ
ー
ス
が
非
障
害
女
性
以
上
に
多
か
っ

た
。
ろ
う
女
性
で
あ
れ
ば
、
家
族
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
ら
難
し
い
状

況
で
、
自
分
の
被
害
を
訴
え
、
他
の
人

た
ち
が
そ
の
こ
と
を
知
る
ま
で
に
時
間

が
か
か
っ
た
ケ
ー
ス
も
多
い
。
医
療
・

保
健
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
医
療
機
関
で
の

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
問
題
に
直
面
す

る
。
聞
こ
え
な
い
、
み
え
な
い
、
ま
た

移
動
に
障
害
が
あ
る
た
め
に
医
療
機
関

の
門
を
く
ぐ
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
り

で
、
た
と
え
門
を
く
ぐ
る
こ
と
が
で
き

て
も
医
師
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
バ
リ
ア
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
女
性
が
生
涯
直
面
す
る
こ
と
の
多

い
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
の
問

題
で
、
情
報
格
差
、
医
療
格
差
に
対
し

図 1　2010 年政府センサスによるフィリ
ピン障害者の年齢と性別でみた分布状況

（出所）NSO．2010 フィリピン人口・住居センサス。

65 歳以上
50-64 歳
15-49 歳
0-14 歳
全年齢

男性

（単位：1,000 人）

女性
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て
脆
弱
に
な
り
や
す
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
医
師
か
ら
妊
娠
を
否
定
的
に
と
ら

え
る
言
動
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
経

験
は
多
く
の
障
害
女
性
で
共
通
し
て
い

る
。
障
害
女
性
の
当
事
者
た
ち
か
ら
の

言
挙
げ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
長
い
間
、

明
る
み
に
出
て
い
な
か
っ
た
問
題
が
、

今
、
諸
調
査
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

●
複
雑
に
絡
み
合
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー

と
障
害

　

開
発
途
上
国
の
障
害
女
性
の
問
題
で

は
、
開
発
の
問
題
、
障
害
の
問
題
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
と
三
つ
の
問
題
が
関

わ
っ
て
い
る
だ
け
に
、
様
相
は
一
層
複

雑
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
複
雑
性
は
通

常
、
複
合
差
別
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
難
し
い
の
は
、

複
合
差
別
は
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の

領
域
で
の
差
別
の
単
な
る
足
し
合
わ
せ

で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
差
別
は
足
し

合
わ
せ
で
は
考
察
で
き
な
い
も
の
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
途
上
国
ゆ
え
の
リ

ソ
ー
ス
の
不
足
、
障
害
ゆ
え
の
ア
ク
セ

シ
ビ
リ
テ
ィ
の
問
題
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に

よ
る
家
族
や
社
会
内
の
資
源
配
分
の
格

差
と
い
う
よ
う
に
三
つ
の
問
題
に
整
理

は
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
つ
だ
け

で
も
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
二
つ
が
関
わ

っ
た
医
療
機
関
が
数
少
な
い
の
に
、
そ

れ
ら
へ
の
ア
ク
セ
ス
す
ら
か
な
わ
な
い

問
題
も
あ
る
。
ま
た
、
障
害
者
に
技
術

的
に
対
応
で
き
る
産
婦
人
科
医
の
数
が

少
な
く
、
既
存
の
産
婦
人
科
医
に
行
こ

う
と
し
て
も
ア
ク
セ
ス
も
難
し
く
、
さ

ら
に
同
性
の
産
婦
人
科
医
と
な
れ
ば
も

っ
と
数
が
少
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
リ

プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
に
も
関
わ
る
問
題
で

は
三
つ
の
い
ず
れ
も
が
関
係
す
る
場
合

も
あ
る
。

　

女
性
と
し
て
の
社
会
的
役
割
（
ジ
ェ

ン
ダ
ー
）
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
よ
う
な

伝
統
社
会
で
は
家
族
の
ケ
ア
の
担
い
手
、

子
ど
も
の
養
育
の
役
割
と
強
く
関
連
し

て
お
り
、
そ
れ
ら
と
戦
う
こ
と
が
い
わ

ゆ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
課
題
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
役
割
を
担
え
な
い
と
み

な
さ
れ
た
障
害
女
性
が
直
面
す
る
問
題

も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
の
問
題
は
、
よ
り
複
雑
な
問
題
に
な

る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
加
え
て
、

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
問
題
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ

ー
と
い
う
意
味
で
は
、
女
性
障
害
者
の

問
題
を
超
え
た
問
題
も
あ
る
。
実
際
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
障
害
者
で
同
時
に

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
い
う
人
た
ち
も
多
く
、
彼

女
ら
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
施
策
の
枠
か

ら
漏
れ
、
女
性
以
上
に
就
労
の
機
会
を

奪
わ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
も
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
得
ら
れ
て
い
る
。

　

図
２
は
そ
う
し
た
状
況
を
図
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
様
々
な
社
会
的
性
役
割

（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
が
女
性
障
害
者
に
も

期
待
さ
れ
、
の
し
か
か
っ
て
く
る
。
そ

れ
ら
の
全
部
な
い
し
多
く
が
で
き
な
い

と
み
な
さ
れ
た
時
、
女
性
障
害
者
は
、

家
族
か
ら
結
婚
を
禁
止
さ
れ
た
り
、
出

産
を
禁
止
さ
れ
た
り
す
る
。
あ
る
い
は
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
を
担
え
な
い
存
在

（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
の
剥
奪
）
と
い
う

状
況
に
陥
る
。

●
他
の
脆
弱
な
女
性
と
の
比
較

　

こ
こ
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
性
障
害

者
の
置
か
れ
た
状
況
を
、
や
は
り
複
合

差
別
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
先

住
民
女
性
へ
の
施
策
と
比
較
し
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。
先
住
民
の
場
合
に
も
、

障
害
者
の
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
同
様
に
先
住

民
全
体
を
対
象
と
し
た
先
住
民
権
利
法

（Indigenous Peoples Rights A
ct

：

Ｉ
Ｐ
Ｒ
Ａ
、RA

8371

）
が
存
在
す
る
。

同
法
で
は
、
先
住
民
（
Ｉ
Ｐ
）
を
、「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
境
界
が
作
ら
れ
、

定
義
さ
れ
た
領
域
に
組
織
化
さ
れ
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
を
と
っ
て
継
続
的
に

居
住
し
て
お
り
、
有
史
以
前
か
ら
の
所

有
権
主
張
の
下
、
そ
う
し
た
領
域
を
占

有
し
、
所
有
し
、
利
用
し
て
き
た
人
た

ち
で
あ
り
、
ま
た
言
語
、
習
慣
、
伝
統
、

そ
の
他
の
独
特
の
文
化
的
特
性
を
有
し

て
い
る
人
た
ち
と
し
て
い
る
。
そ
の
人

た
ち
は
、
植
民
地
化
、
非
先
住
民
の
諸

宗
教
・
諸
文
化
の
政
治
的
、
社
会
的
、

文
化
的
侵
略
へ
の
抵
抗
を
通
じ
て
、
大

多
数
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
は
歴
史
的
に

違
う
道
を
歩
ん
で
き
た
人
た
ち
」
と
定

義
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
時
点
で
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
は
一
四
〇
の
こ
う
し
た

民
族
が
お
り
、
そ
の
人
口
は
総
人
口
の

一
五
～
二
〇
％
と
い
わ
れ
て
い
る
が

（
参
考
文
献
②
）、
先
住
民
を
男
女
別
に

集
計
し
た
最
近
の
正
確
な
数
字
は
な
い
。

女
性
障
害
者
同
様
に
こ
れ
ら
の
人
た
ち

に
つ
い
て
の
統
計
整
備
も
、
先
住
民
で

ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
、
男
女
別
の
統
計

整
備
が
政
府
に
よ
っ
て
真
摯
に
取
り
組

ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
窺
わ
れ

る
。

●
先
住
民
女
性
と
障
害
女
性
の
比

較
　

こ
の
先
住
民
女
性
・
少
女
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
人
々
の
な
か
の
周
縁
化
さ
れ

図 2　家族からの役割期待・抑圧

（出所）筆者作成。

家事役割

出産役割子育て・ケア
役割

その他
ジェンダー
役割

女性
障害者 期待回避戦略

結婚・出産
非許可

ジェンダー
剥奪
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特集：フィリピンの女性障害者―女性と障害者の谷間で―

た
脆
弱
な
人
た
ち
に
所
属
す
る
と
み
な

さ
れ
て
き
た
。
Ｉ
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
諸
条
項
に

加
え
て
、
特
に
Ｍ
Ｃ
Ｗ
（
女
性
の
マ
グ

ナ
カ
ル
タ
）
の
な
か
の
周
縁
化
さ
れ
た

部
門
に
所
属
す
る
人
た
ち
の
権
利
と
エ

ン
パ
ワ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ

の
第
五
章
第
二
六
条
で
は
、
こ
う
し
た

先
住
民
の
権
利
に
つ
い
て
、
食
料
安
全

保
障
や
生
産
的
資
源
の
面
で
の
彼
女
ら

の
権
限
、
特
に
彼
女
ら
の
土
地
資
源
へ

の
ア
ク
セ
ス
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い

て
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
政
府
に
対
し
、

彼
女
ら
の
経
済
的
機
会
、
基
礎
的
サ
ー

ビ
ス
、
情
報
、
社
会
的
保
護
に
対
す
る

ア
ク
セ
ス
、
ま
た
彼
女
ら
の
利
害
を
代

表
す
る
制
度
に
つ
い
て
ア
ク
セ
ス
す
る

こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
を
特
に
求
め
て

い
る
。
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
女
性

障
害
者
と
似
通
っ
て
い
る
。

　

ま
た
女
性
障
害
者
の
問
題
が
ち
ょ
う

ど
障
害
者
と
女
性
の
間
の
陥
穽
に
落
ち

て
し
ま
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
先
住

民
女
性
の
問
題
も
、
Ｐ
Ｃ
Ｗ
と
フ
ィ
リ

ピ
ン
先
住
民
族
委
員
会
（
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
）

の
間
の
陥
穽
に
落
ち
か
ね
な
い
問
題
で

あ
る
。

　

Ｐ
Ｃ
Ｗ
同
様
、
大
統
領
府
の
下
に
置

か
れ
た
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｐ
は
、
同
委
員
会
の
ウ

ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
先
住
民
問
題
担
当
部
局
と
し

て
米
比
戦
争
後
の
ア
メ
リ
カ
植
民
地
時

代
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
設
置
さ
れ
た
非
キ

リ
ス
ト
教
徒
部
族
局
か
ら
の
歴
史
を
持

つ
。
そ
の
後
、
何
度
か
の
改
組
を
経
て
、

一
九
八
七
年
に
Ｃ
・
ア
キ
ノ
大
統
領
時

の
大
統
領
令
に
よ
っ
て
、
北
部
文
化
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
局
と
南
部
文
化
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
局
と
な
り
、
九
七
年
の
Ｉ
Ｐ
Ｒ
Ａ

に
よ
っ
て
現
在
の
名
称
と
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歴
史
を
通
じ

て
、
同
委
員
会
に
は
女
性
に
特
化
し
た

部
局
は
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
Ｉ

Ｐ
Ｒ
Ａ
で
も
女
性
に
つ
い
て
の
項
目
は

第
五
章
社
会
的
正
義
と
エ
ン
パ
ワ
メ
ン

ト
で
、
集
中
的
に
Ｃ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｗ
と
の
関

わ
り
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
部
分

を
除
く
と
、
二
カ
所
に
登
場
す
る
の
み

で
あ
る
。
先
住
民
問
題
へ
の
政
府
に
よ

る
取
り
組
み
は
、
女
性
の
権
利
よ
り
も

長
い
間
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
て
き
た

一
方
で
、
先
住
民
女
性
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
意
識
化
が
遅
れ
て
き
た
こ
と
は

否
め
な
い
。
こ
う
し
た
点
は
、
女
性
障

害
者
と
同
様
の
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。

●
障
害
女
性
よ
り
も
広
範
な
課
題

へ
の
取
り
組
み

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
先
述
の
Ｗ
Ｅ

Ｄ
Ｇ
Ｅ
計
画
で
は
、
先
住
民
女
性
に
つ

い
て
、
児
童
婚
の
問
題
や
複
婚
制
の
問

題
、
暴
力
問
題
、
土
地
所
有
や
相
続
の

男
性
へ
の
偏
り
、
健
康
や
保
健
サ
ー
ビ

ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
政
府
意
思
決
定
過

程
へ
の
先
住
民
女
性
の
参
加
な
ど
、
女

性
障
害
者
よ
り
も
広
範
に
わ
た
る
課
題

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
先
住
民
女

性
特
有
の
も
の
も
あ
る
が
、
暴
力
問
題

以
降
の
問
題
は
女
性
障
害
者
に
も
共
通

す
る
問
題
で
あ
り
、
財
産
の
問
題
な
ど

は
、
Ｗ
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ｅ
で
は
女
性
障
害
者
の

項
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
課
題

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｗ
と
Ｎ
Ｃ

Ｉ
Ｐ
と
の
対
話
を
通
じ
て
コ
ン
セ
ン
サ

ス
が
得
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
障

害
女
性
に
つ
い
て
も
Ｎ
Ｃ
Ｄ
Ａ
の
よ
う

な
政
府
の
障
害
者
担
当
調
整
部
局
と
Ｐ

Ｃ
Ｗ
と
の
さ
ら
な
る
対
話
に
よ
っ
て
、

政
府
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
で
の
女
性
障
害
者

の
課
題
の
組
み
込
み
に
い
っ
そ
う
の
拡

大
が
求
め
ら
れ
る
。

●
お
わ
り
に

　

以
上
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
障
害
女
性
に

つ
い
て
、
ア
ジ
ア
随
一
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
等
の
国
と
い
わ
れ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
で

も
障
害
女
性
は
同
国
で
政
策
的
に
も
法

制
度
的
に
も
包
摂
さ
れ
て
来
て
お
ら
ず
、

彼
女
ら
の
状
況
が
ま
だ
大
き
な
格
差
の

な
か
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
先

住
民
女
性
と
比
べ
る
こ
と
で
、
障
害
女

性
が
他
の
複
合
差
別
に
直
面
す
る
女
性

達
以
上
に
対
応
の
遅
れ
た
状
況
に
あ
る

こ
と
も
あ
き
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た

事
実
認
識
の
上
に
立
ち
、
障
害
女
性
の

問
題
に
つ
い
て
よ
り
積
極
的
な
取
り
組

み
が
今
後
必
要
で
あ
ろ
う
こ
と
は
論
を

ま
た
な
い
。
同
国
の
障
害
女
性
が
開
発

か
ら
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
他
の

女
性
達
と
同
様
に
同
国
の
誇
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
く

こ
と
を
祈
り
た
い
。

（
も
り　

そ
う
や
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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